
鎌倉のまちをより良くするために、

市民活動団体等と市で協力して進めていくための制度です。

地域・社会の「困った」の解決や「あったらいいな」の

新しい仕組みづくりに取り組んでみませんか？

※各コースの詳細は市ホームページを、説明会の詳細は裏面をご覧ください。

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/npo/tunagarukamakurae-rujigyou.html
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【お問合せ先】 鎌倉市 市民防災部 地域のつながり課 地域のつながり担当

電 話：0467-23-3000 FAX：0467-23-9900
メール：npo@city.kamakura.kanagawa.jp 鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階

つながる鎌倉エール事業は、市民ニーズの充足や地域課題の解決を図ることを大きな目的とした制度です。

令和４年度からスタートした「協働コース」と「スタートアップコース」に加え、令和６年度からは、

「地域活性化コース」を新設。また「協働コース」は、１年当たり上限50万円の事業費を、最大３年

間市が負担するものへと見直しました。「自分たちはこんなことができる」「市と一緒にこんなことに取り組
みたい」そんな思いをかたちにしませんか。

※各コースの詳細は市ホームページをご覧ください。

つながる鎌倉エール事業

令和 年度 説明会６

１. 50万円×3年

１事業あたり上限

協働コース

10万円

１事業あたり上限

30万円

１事業あたり上限

スタートアップ
コース

3.

2.

地域活性化
コース

市民活動団体等と市が協働する
事業の負担金を交付します

地域の課題を解決する団体独自の
取組に対して補助金を交付します

設立間もない市民活動団体等へ
補助金を交付します

令和６年４月１４日(日) 10時-12時日 時

鎌倉市役所 第３分庁舎講堂場 所

出席人数は１団体２名までその他

※会場の収容人数に限りがあるため、ご協力をおねがいいたします。

①氏名 ②団体名 ( これから立ち上げる場合はその旨を添えて )

③関心のあるコース名 申込締切：４月12日(金) 正午

事前申込制申 込 下記３点をご連絡ください。
※電話またはメールにて、「地域のつながり課」まで
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